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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第28期

第３四半期
連結累計期間

第29期
第３四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日

自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日

売上高 (千円) 5,280,969 5,594,401 7,057,935

経常利益 (千円) 185,660 105,313 290,501

親会社株主に帰属する四半期（当期）
純利益

(千円) 115,982 65,876 191,204

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 117,202 68,614 193,118

純資産額 (千円) 968,359 1,536,035 1,044,274

総資産額 (千円) 3,266,835 3,329,700 2,993,226

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 190.58 43.49 249.43

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) ― 40.09 ―

自己資本比率 (％) 29.6 46.0 34.9
 

　

回次
第28期

第３四半期
連結会計期間

第29期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年９月１日
至　平成28年11月30日

自　平成29年９月１日
至　平成29年11月30日

１株当たり四半期純利益金額又は四
半期純損失金額（△）

(円) 157.40 △7.56
 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．平成28年11月18日付で、当社株式１株につき30株の割合で株式分割を行っております。そのため、第28期に

ついては、第28期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定し

ております。

４．第28期第３四半期連結累計期間及び第28期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額については、潜在株式は存在するものの、第28期において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

握できないため記載しておりません。

 
 

２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主な事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府並びに日銀による財政政策及び金融政策を背景とした設

備投資の増加や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調が続いている一方で、米国の経済・金融政策の動

向や地政学的リスクなど海外動向に対する警戒感は依然根強く、不透明な状況が続いております。

当社グループが属するOA関連商品及びそれらを取り巻く情報セキュリティ商品販売市場におきましては、平成29

年５月30日に全面施行された改正個人情報保護法などの法規制やランサムウェア攻撃などの高度化するサイバー攻

撃の対策需要に関心が高まっており、積極的な投資が増えております。

このような状況のもと、当社グループでは、更なる自社企画商品の拡充に向けて情報セキュリティ分野の新商品

投入等を積極的に行うとともに、働き方改革の実現に向けた勤務時間管理の徹底及び有給の積極的な取得等を推進

することで従業員のモチベーションの向上に取組み、生産性の向上を図るとともに収益率向上に努めました。

しかしながら、オフィスコンサルタント事業につきましては、主力事業が堅調に推移し売上高は増加したもの

の、経営支援サービスの一つであるWeb販売において、Webサイトの販売数が伸び悩んだことで、営業利益について

は前年同期比で減少いたしました。システムサポート事業につきましては、売上高については前年同期とほぼ同水

準で推移し、営業利益については前年同期比で微減となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は5,594,401千円（前年同期比5.9％増）、経常利益は

105,313千円（前年同期比43.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は65,876千円（前年同期比43.2％減）と

なりました。

　

①オフィスコンサルタント事業

オフィスコンサルタント事業におきましては、当第３四半期連結累計期間において、OA関連商品、情報セキュ

リティ商品及び防犯セキュリティ商品等の主力商品は概ね堅調に推移したものの、経営支援サービスの一つであ

るWeb販売において、Webサイトの販売数が競争激化のため伸び悩んだことで売上高が減少し、また利益率も低下

したことから、オフィスコンサルタント事業の売上高に関しては微増を確保したものの、営業利益に関しては減

少いたしました。

この結果、売上高は3,812,372千円（前年同期比8.9％増）、営業利益は64,810千円（前年同期比54.3％減）と

なりました。

　

②システムサポート事業

システムサポート事業におきましては、１台あたりのカウンター売上の減少幅が計画値よりも大きくなったも

のの、情報セキュリティ商品の保守・メンテナンスの売上においては堅調に推移いたしました。一方で、テクニ

カルコンシェルジュの人員増強により労務費が上昇したため、営業利益につきましては微減となっております。

　この結果、売上高は1,782,028千円（前年同期比0.0％増）、営業利益は50,361千円（前年同期比6.3％減）とな

りました。

　

 
(2) 財政状態の分析

 　資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

EDINET提出書類

株式会社Ｎｏ．１(E33037)

四半期報告書

 3/23



流動資産は、前連結会計年度末比341,664千円増加し、2,869,291千円となりました。これは主に、株式の発行

に伴う現金及び預金の増加370,131千円によるものであります。　　　

(固定資産)

固定資産は、前連結会計年度末比5,189千円減少し、460,408千円となりました。これは主に、保険解約に伴う

保険積立金の減少45,774千円によるものであります。

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末比70,090千円減少し、1,527,960千円となりました。これは主に、買掛金の増加

60,807千円、未払金の減少85,252千円、未払法人税等の減少53,005千円によるものであります。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末比85,195千円減少し、265,704千円となりました。これは主として、社債の減少

70,000千円によるものであります。

 
 
(純資産)

純資産は、前連結会計年度末比491,760千円増加し、1,536,035千円となりました。これは主として、新規上場

に伴う公募増資等により、資本金並びに資本剰余金がそれぞれ210,319千円増加したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は34.9％から46.0％に増加となりました。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,000,000

計 4,000,000
 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年１月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,556,860 1,556,890
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数は100株であります。

計 1,556,860 1,556,890 ― ―
 

 

（注）　提出日現在の発行数には、平成30年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第８回新株予約権

決議年月日 平成29年11月15日

新株予約権の数(個) 2,532(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 75,960(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,224(注)２

新株予約権の行使期間 平成32年６月１日～平成39年11月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   2,224
　　　　資本組入額 1,112

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、30株であります。

なお、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない

新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。また、決議日後、当社が資本の減

少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上

記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

　
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）、株式併合を行う場合は、次の算式に

より行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
１

分割・併合の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使金額

 
＝

 
調整前行使金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の行使金額

既発行株式数＋新株発行株式数
 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株
式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。

３．

①新株予約権者は、平成31年２月期または平成32年２月期のいずれかの事業年度において、当社が提出し

た有価証券報告書に記載されている監査済みの当社損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、

連結損益計算書）における営業利益の額が下記（a）または（b）に掲げる各水準を超過した場合に限

り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使す

ることができる。行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた

数とする。

（a） 営業利益の額が 360 百万円を超過した場合 行使可能割合：30％

（b） 営業利益の額が 400 百万円を超過した場合 行使可能割合：100％

　　なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、

別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

②新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

③新株予約権の相続による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割により設立する株式会社

④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転により設立する株式会社

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年９月１日～
平成29年11月30日

960 1,556,860 214 516,994 214 461,019

 

(注)　新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７） 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成29年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

平成29年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,555,500
15,555 ―

単元未満株式
普通株式

400
― ―

発行済株式総数 1,555,900 ― ―

総株主の議決権 ― 15,555 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成29年９月１日から平成

29年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年３月１日から平成29年11月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,357,216 1,727,348

  売掛金 907,533 876,794

  商品 65,482 87,530

  仕掛品 5,013 5,959

  貯蔵品 5,634 5,584

  その他 196,125 175,572

  貸倒引当金 △9,379 △9,498

  流動資産合計 2,527,627 2,869,291

 固定資産   

  有形固定資産 91,188 118,570

  無形固定資産 13,408 29,746

  投資その他の資産   

   その他 422,000 373,090

   貸倒引当金 △60,998 △60,998

   投資その他の資産合計 361,001 312,091

  固定資産合計 465,598 460,408

 資産合計 2,993,226 3,329,700
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 474,186 534,993

  短期借入金 290,000 290,000

  1年内返済予定の長期借入金 10,476 ―

  1年内償還予定の社債 97,000 80,000

  未払法人税等 57,107 4,102

  未払金 512,924 427,672

  賞与引当金 ― 20,354

  その他 156,357 170,837

  流動負債合計 1,598,051 1,527,960

 固定負債   

  社債 160,000 90,000

  退職給付に係る負債 11,810 20,327

  資産除去債務 14,248 13,736

  アフターサービス引当金 14,460 22,368

  その他 150,380 119,272

  固定負債合計 350,900 265,704

 負債合計 1,948,951 1,793,665

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 306,674 516,994

  資本剰余金 352,344 562,664

  利益剰余金 381,025 446,902

  株主資本合計 1,040,045 1,526,561

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,161 5,795

  その他の包括利益累計額合計 3,161 5,795

 新株予約権 ― 2,506

 非支配株主持分 1,068 1,171

 純資産合計 1,044,274 1,536,035

負債純資産合計 2,993,226 3,329,700
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（２） 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

売上高 5,280,969 5,594,401

売上原価 3,172,088 3,435,396

売上総利益 2,108,881 2,159,005

販売費及び一般管理費 1,913,448 2,043,833

営業利益 195,433 115,171

営業外収益   

 受取利息 1,773 1,389

 受取配当金 217 281

 助成金収入 2,400 720

 保険解約返戻金 ― 7,770

 その他 1,898 3,666

 営業外収益合計 6,289 13,827

営業外費用   

 支払利息 7,661 6,833

 上場関連費用 5,060 12,576

 その他 3,338 4,276

 営業外費用合計 16,061 23,685

経常利益 185,660 105,313

税金等調整前四半期純利益 185,660 105,313

法人税等 69,618 39,333

四半期純利益 116,042 65,979

非支配株主に帰属する四半期純利益 60 103

親会社株主に帰属する四半期純利益 115,982 65,876
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

四半期純利益 116,042 65,979

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,159 2,634

 その他の包括利益合計 1,159 2,634

四半期包括利益 117,202 68,614

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 117,142 68,511

 非支配株主に係る四半期包括利益 60 103
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)

減価償却費 10,739千円 20,894千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社Ｎｏ．１(E33037)

四半期報告書

15/23



 

(株主資本等関係)

（株主資本の著しい変動）

　　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年11月30日）

当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成29年３月28日をもって同取引所JASDAQ市場に上場

いたしました。この株式上場にあたり、平成29年３月27日に公募増資による払込みを受け、資本金及び資本剰余

金がそれぞれ158,884千円増加しております。

また、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し（貸株人から借入れる当社株式

の売出し）に関連して、平成29年４月26日に同社を割当先とする第三者割当増資による払込を受け、資本金及び

資本剰余金がそれぞれ47,665千円増加しております。

さらに、新株予約権の権利行使による新株式発行に伴い、当第３四半期連結累計期間において、資本金及び資

本剰余金がそれぞれ3,770千円増加しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ210,319千円増加し、当第３

四半期連結会計期間末において、資本金が516,994千円、資本剰余金が562,664千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年11月30日)

１.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額　

オフィスコ
ンサルタン
ト事業

システムサ
ポート事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 3,499,423 1,781,546 5,280,969 ― 5,280,969

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,499,423 1,781,546 5,280,969 ― 5,280,969

セグメント利益 141,674 53,759 195,433 ― 195,433
 

　　　　　(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 
２.　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 
 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年11月30日)

１.　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額　

オフィスコ
ンサルタン
ト事業

システムサ
ポート事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 3,812,372 1,782,028 5,594,401 ― 5,594,401

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,812,372 1,782,028 5,594,401 ― 5,594,401

セグメント利益 64,810 50,361 115,171 ― 115,171
 

　　　　　(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 
２.　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、次のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 　190円58銭 　43円49銭

　 (算定上の基礎)   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 115,982 65,876

　　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
　　金額(千円)

115,982 65,876

　　普通株式の期中平均株式数(株) 608,562 1,514,688

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 40円09銭

　（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

　普通株式増加数(株) ― 128,413

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注)前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の、当社株式は前第３四半期連結累計期間においては非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載

しておりません。
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(重要な後発事象)

１．新株予約権の発行

 

　当社は、平成29年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当

社および当社関係会社の取締役、監査役または当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行す

ることを決議し、平成29年12月７日に下記のとおり割り当てました。

 

① 第７回新株予約権

決議年月日 平成29年11月15日

新株予約権の数(個) 264(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 7,920(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,498(注)２

新株予約権の行使期間 平成31年11月21日～平成39年11月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   2,498
　　　　資本組入額 1,249

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、30株であります。

なお、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない

新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。また、決議日後、当社が資本の減

少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上

記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

　
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。）、株式併合を行う場合は、次の算式に

より行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使金額

 
＝

 
調整前行使金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の行使金額

既発行株式数＋新株発行株式数
 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株
式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。

３．　①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②新株予約権の相続による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併（当社が消滅する場合に限る。）合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割により設立する株式会社
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④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転により設立する株式会社
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年１月12日

株式会社　Ｎｏ．１

取締役会  御中

　

三 優 監 査 法 人
 

　

代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士   山　本　　公　太　　　　印
 

　

業務執行社員  公認会計士   原　田　　知　幸　　　　印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｎｏ．

１の平成29年３月１日から平成30年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年９月１日から平成

29年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年３月１日から平成29年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Ｎｏ．１及び連結子会社の平成29年11月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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